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(57)【要約】
【課題】観察窓を洗浄する洗浄液の水切れ性が高く、残
留した洗浄液の除去時に洗浄液が観察窓に引かれるのを
抑制し、良好な観察像を得られる内視鏡を提供する。
【解決手段】挿入部の先端面上に、対物レンズを備える
観察窓が配置された内視鏡であって、先端面上に、観察
窓に向かって流体を送出する第１のノズルを備え、第１
のノズルが配置される面は、先端面における観察窓が配
置されている位置よりも所定の高さ低い位置に設けられ
ており、先端面における観察窓と第１のノズルとの間に
設けられた傾斜面が形成され、第１のノズルから送出さ
れた流体は傾斜面を経由して観察窓に向かって送出され
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端面上に、対物レンズを備える観察窓が配置された内視鏡であって、
　前記先端面上に、それぞれ前記観察窓に向かって流体を送出する第１のノズルと第２の
ノズルとを備え、
　前記第１のノズルが配置される面は、前記先端面における前記観察窓が配置されている
位置よりも所定の高さ低い位置に設けられており、
　前記第２のノズルが配置される面は、前記先端面における前記観察窓が配置されている
位置の高さ以上の位置に設けられており、
　前記先端面における前記観察窓と前記第１のノズルとの間に傾斜面が形成され、前記第
１のノズルから送出された流体は前記傾斜面を経由して前記観察窓に向かって送出される
、ことを特徴とする、内視鏡。
【請求項２】
　前記観察窓と前記第２のノズルとが、前記先端面の同じ高さに配置されている、
ことを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記第２のノズルは、
前記第１のノズルから送出された流体が、前記第２のノズルの流体を送出する送出口に入
らないように配置され、かつ、
前記第１のノズルから送出され、前記第１のノズルと前記観察窓との間に残留した液体が
、前記第２のノズルから送出された液体によって前記観察窓上に送出されないように配置
されている、
ことを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第２のノズルは、
前記第２のノズルが、前記第１のノズルから送出された流体の送出範囲の外側にあり、か
つ、
前記第２のノズルから送出された流体の送出範囲が、前記第１のノズルから送出された流
体の送出範囲のうち前記第１のノズルと前記観察窓とに挟まれた領域の外側にある、
ように配置される、
ことを特徴とする、請求項１から請求項３の何れか一項に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記観察窓の中心と前記第１のノズルの中心とを結ぶ線分と、前記観察窓の中心と前記
第２のノズルの中心とを結ぶ線分とが成す角が、９０度よりも大きく、１３０度よりも小
さい、
ことを特徴とする、請求項１から請求項４の何れか一項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記傾斜面は、前記観察窓が配置されている高さから、前記第１のノズルが配置されて
いる高さに向かって、単調に減少するように設けられている、
ことを特徴とする、請求項１から請求項５の何れか一項に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第１のノズルから送出される流体は液体であり、
　前記第２のノズルから送出される流体は気体である、
ことを特徴とする、請求項１から請求項６の何れか一項に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記第１のノズルが配置されている面と同じ面上に、流体を送出する第３のノズルを更
に備える、
ことを特徴とする、請求項１から請求項７の何れか一項に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記先端面上に、光を出射する照明窓を更に備える、
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ことを特徴とする、請求項１請求項８の何れか一項に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の体腔内を観察するための内視鏡であって、特に内視鏡先端部の流体送
出ノズルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人の体腔内などを観察するための内視鏡として、挿入部の先端部に対物レンズを備える
観察窓と、観察窓に向かって流体を送出するノズルを設けた内視鏡が知られている。ここ
で、ノズルからは、観察窓に付着した体腔内の粘液や汚物を洗浄するための洗浄液、およ
び、洗浄液を除去するための空気が送出され、観察窓を洗浄することにより、観察窓を通
して得られる観察像として良好な画像が得られる。しかしながら、洗浄液は、洗浄液の持
つ粘性や表面張力等により、先端部の凹凸構造などに溜まってしまい、空気を送出しても
、洗浄液を除去できない場合や、空気を送出することで、溜まっていた洗浄液が観察窓に
付着してしまう場合があるなど、いわゆる水切れ性が悪いという問題があった。
【０００３】
　このような水切れ性を向上した内視鏡として、特許文献１に記載の内視鏡がある。特許
文献１では、内視鏡の先端面よりも高い位置に観察窓を設け、観察窓の周縁部と先端面と
の間に傾斜部を設けた内視鏡が開示されている。特許文献１の内視鏡では、ノズルから送
出された洗浄液は、傾斜部に衝突することで大きく広がるため、観察窓全体に洗浄液を広
げることが可能となる。また、ノズルから空気を送出した場合は、残留した洗浄液は傾斜
部を伝って観察面よりも低い先端面に流れていくため、観察面に洗浄液が残りにくく、高
い水切れ性が得られる。
【０００４】
　また、特許文献２には、内視鏡の先端面よりも高い位置に観察窓を設け、観察窓と送気
および送出用ノズルとの間に傾斜面を設け、更に、観察窓のノズルとは反対の側には、傾
斜が急な第２の傾斜面（垂直面）を設けた内視鏡が開示されている。この構成により、特
許文献１が有する水切れ性の向上に加え、観察窓のノズルとは反対の側が垂直面となって
いることにより、流体が垂直面を越えて観察面に流れ込むことを防ぐことが可能になり、
特許文献１に記載の内視鏡に比べて、水切れ性を更に向上できる。
【０００５】
　また、特許文献３には、送水用のノズルと送気用のノズルとを別々に設けた内視鏡が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２１０３８８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１２０８６３号公報
【特許文献３】特開２０１０－１１９５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１および特許文献２に記載の内視鏡では、ノズルから洗浄液を送出する場合は
、洗浄液が傾斜面に衝突することによって大きく広がり、観察窓全体に洗浄液を広げると
いう効果を得ることができる。しかしながら、洗浄液を除去するための空気を送出する場
合、空気は傾斜面に沿って進んで、そのまま傾斜面から離れて拡散し（ジャンプし）、観
察窓に対して十分に空気を噴きつけることができない場合があった。そのため、空気によ
る洗浄液の除去が十分に行われず、観察面を通して得られる画像として良好な画像が得ら
れなくなる可能性があった。
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【０００８】
　特許文献３の内視鏡では、送水用ノズルと送気用ノズルとが別々に設けられている。こ
こで、送水用ノズルから洗浄液が送出されたあと、観察窓と送水用ノズルとの間に洗浄液
が残留した場合、送水用ノズルとは別の角度に配置された送気用ノズルから空気が送出さ
れると、残留した洗浄液が送出された空気に引き込まれて、観察窓上に洗浄液がかかって
しまい、十分に洗浄液の除去を行うことができなくなる可能性があった。
【０００９】
　本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、観察窓を洗浄する洗浄液の水切れ
性が高く、残留した洗浄液の除去時に洗浄液が観察窓にかかるのを抑制し、良好な観察像
を得られる内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明により、挿入部の先端面上に、対物レンズを備え
る観察窓が配置された内視鏡であって、先端面上に、それぞれ観察窓に向かって流体を送
出する第１のノズルと第２のノズルとを備え、第１のノズルが配置される面は、先端面に
おける観察窓が配置されている位置よりも所定の高さ低い位置に設けられており、第２の
ノズルが配置される面は、先端面における観察窓が配置されている位置の高さ以上の位置
に設けられており、先端面における観察窓と第１のノズルとの間に傾斜面が形成され、第
１のノズルから送出された流体は傾斜面を経由して観察窓に向かって送出される、ことを
特徴とする内視鏡が提供される。
【００１１】
　このような構成によれば、第１のノズルと観察窓との間に所定の高さの段差が設けられ
傾斜面が形成されているため、第１のノズルから送出された流体の送出範囲が傾斜面によ
って広げられ、流体を観察窓全体に送出することができ、観察窓全体を洗浄することが可
能になる。また、第２のノズルは観察窓と同じ高さ以上の位置に設けられているため、第
２のノズルから送出された流体は、第１のノズルから送出された流体のように、傾斜面に
よってジャンプすることなく観察窓に向かって送出され、第１のノズルから送出され観察
窓上に残留した流体を効率よく除去することが可能になる。
【００１２】
　また、観察窓と第２のノズルとが、先端面の同じ高さに配置された構成としてもよい。
【００１３】
　このような構成によれば、第２のノズルと観察窓とが同じ高さに設けられており、第２
のノズルと観察窓との間に傾斜面が設けられていないため、第２のノズルから送出された
流体は直接観察窓に向かって送出され、第１のノズルから送出され観察窓上に残留した流
体を効率よく除去することが可能になる。
【００１４】
　また、第２のノズルは、第１のノズルから送出された流体が、第２のノズルの流体を送
出する送出口に入らないように配置され、かつ、第１のノズルから送出され、第１のノズ
ルと観察窓との間に残留した液体が、第２のノズルから送出された液体によって観察窓上
に送出されないように配置された構成としてもよい。
【００１５】
　このような構成によれば、第１のノズルから送出された流体が第２のノズルの送出口に
入らないため、第１のノズルから送出され、観察窓上に残留した液体を、第２のノズルか
ら送出された流体によって除去する時に、第２のノズルから、第１のノズルから送出され
た液体が送出されるのを抑制することができる。これにより、残留した流体を効率よく除
去することが可能になる。また、第１のノズルと観察窓との間に残留した液体が、第２の
ノズルから送出された液体によって観察窓上に送出されないため、観察窓上に残留した流
体を効率よく除去することが可能になる。
【００１６】
　また、第２のノズルは、第２のノズルが、第１のノズルから送出された流体の送出範囲
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の外側にあり、かつ、第２のノズルから送出された流体の送出範囲が、第１のノズルから
送出された流体の送出範囲のうち第１のノズルと観察窓とに挟まれた領域の外側にある、
ように配置された構成としてもよい。
【００１７】
　また、観察窓の中心と第１のノズルの中心とを結ぶ線分と、観察窓の中心と第２のノズ
ルの中心とを結ぶ線分とが成す角が、９０度よりも大きく、１３０度よりも小さくなるよ
う構成されていてもよい。
【００１８】
　また、傾斜面は、観察窓が配置されている高さから、第１のノズルが配置されている高
さに向かって、単調に減少するように設けられていても良い。
【００１９】
　また、第１のノズルから送出される流体は液体であり、第２のノズルから送出される流
体は気体であってもよい。
【００２０】
　また、第１のノズルが配置されている面と同じ面上に、流体を送出する第３のノズルを
更に備えた構成であってもよい。
【００２１】
　また、先端面上に、光を出射する照明窓を更に備えた構成であってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の内視鏡によれば、観察窓を洗浄する洗浄液の水切れ性が高く、残留した洗浄液
の除去時に洗浄液が観察窓にかかるのを抑制し、良好な観察像を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施形態における内視鏡の挿入部先端部の上面図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態における内視鏡の挿入部先端部の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態における内視鏡の挿入部先端部の上面図である。
【図４】図４は、内視鏡の挿入部先端部の上面図で、本発明の実施形態における対物レン
ズと送水ノズル、送気ノズルの配置を説明するための図である。
【図５】図５は、本発明の他の実施形態における内視鏡の挿入部先端部の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
（構成）
　まず、本発明の内視鏡１０の構成について説明する。
【００２６】
　図１に、本発明の実施形態における内視鏡１０の挿入部先端部の上面図を示す。
【００２７】
　内視鏡１０の体腔内への挿入部は湾曲可能な管状の形状であり、挿入部先端部には、対
物レンズ１１や鉗子口１４が設けられている。内視鏡１０の挿入部先端部とは反対の端は
外部装置に接続されているか、あるいは、内視鏡１０を操作するオペレータの操作部とな
っている。挿入部先端部と外部装置あるいは操作部とは、内視鏡１０内を通るチューブや
チャネルなどによって接続されている。
【００２８】
　内視鏡１０の挿入部先端部の先端面２０上には、観察対象領域（体腔内の内壁や患部な
ど）からの物体光を取り込むための対物レンズ１１、対象領域に光を照射するための配光
レンズ１２および配光レンズ１３、内視鏡１０内に器具を通すための鉗子口１４、対物レ
ンズ１１上に気体（例えば、空気、炭酸ガスなど）を送出する送気ノズル１６が設けられ
ている。
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【００２９】
　また、先端面２０に対して所定の高さだけ低い面２１には、対物レンズ１１を洗浄する
ための洗浄液（例えば、水、生理食塩水など）を送出する送水ノズル１５、対象領域に対
して洗浄剤（例えば、水、生理食塩水など）を噴射するための副送水口１７が設けられて
おり、先端面２０と低い面２１とは傾斜面１８を介して繋がっている。ここで、低い面２
１は、先端面２０に対して、内視鏡１０の挿入部の軸線と平行に外部装置の方向（先端部
とは逆の方向）へ所定の高さ分だけ下がった位置に配置されている。以下では、送出ノズ
ル１５からは洗浄液、送気ノズル１６からは空気、副送水口１７からは洗浄剤が送出され
るとして説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３０】
　鉗子口１４は、内視鏡１０内を通る図示しないチャネルと繋がっており、外部からチャ
ネルに挿入された器具は、鉗子口１４を通って内視鏡１０の先端から突き出される。チャ
ネルに挿入される器具としては、鉗子やカテーテル、ワイヤなどがあり、観察対象領域に
対して行いたい処置によって適宜選択される。
【００３１】
　副送水口１７は、内視鏡１０内を通る図示しない送水チューブによって外部装置と接続
されており、外部装置から供給された洗浄剤は送水チューブを通り、副送水口１７から観
察対象領域に対して送出される。副送水口１７から送出された洗浄剤は、観察対象領域の
洗浄のために用いられるが、これに限定されない。
【００３２】
　配光レンズ１２および配光レンズ１３は、それぞれ内視鏡１０内を通る図示しないライ
トガイドによって外部装置と接続されており、外部装置から出射された光は、ライトガイ
ドを通って配光レンズ１２および配光レンズ１３から出射され、観察対象領域を照射する
よう構成されている。配光レンズ１２および配光レンズ１３から出射した光は、対象領域
で反射され、物体光として対物レンズ１１で取り込まれる。なお、配光レンズ１２および
配光レンズ１３として、レンズ機能を有しないカバーガラスを用いてもよい。
【００３３】
　図２に、本発明の実施形態における内視鏡１０の挿入部先端部の断面図を示す。
【００３４】
　図２（ａ）は、図１に示す線Ａ－Ａ’における断面図を表している。対物レンズ１１は
複数のレンズから構成されており、対象領域で反射された物体光は、対物レンズ１１を通
って、撮像ユニット２２で受光される。撮像ユニット２２によって受光された光は電気信
号に変換され、内視鏡１０内の図示しない導電線を通って外部装置に送信される。外部装
置では受信した電気信号を処理し、図示しないモニターに対象領域の観察像を表示する。
ここで、撮像ユニット２２として、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサなど
の、受光した光を電気信号に変換する撮像素子が用いられる。ここで、対物レンズ１１は
、複数のレンズの間隔を、操作部から電気的あるいは機械的に調整可能で、ピントや倍率
などを変更可能な構成であってもよい。なお、図２では、内視鏡１０の先端に撮像ユニッ
ト２２を設けた構成としているが、撮像ユニット２２を設ける代わりにライトガイドを設
け、ライトガイド内を伝搬した光を外部装置によって受光する構成としても良い。また、
対物レンズ１１は単レンズであってもよい。
【００３５】
　送水ノズル１５は、送水チューブ２３を介して外部装置と接続されており、外部装置か
ら供給された洗浄液は、送水ノズル１５の送出口から送出される。送水ノズル１５の送出
口は、対物レンズ１１の方向に洗浄液を送出し、かつ、送出された洗浄液の少なくとも一
部が傾斜面１８に衝突するように配置されている。送出された洗浄液は傾斜面１８に衝突
することによって拡散しつつ、対物レンズ１１に向かって送出される。
【００３６】
　ここで、傾斜面１８の傾斜角度、および、先端面２０と低い面２１との間の段差は、送
水ノズル１５から送出された洗浄液が、傾斜面１８に衝突して送水ノズル１５の側に跳ね
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返って来る洗浄液の量を抑え、かつ、傾斜面１８によって拡散された洗浄液が対物レンズ
１１全体に送出されるように設定されている。この傾斜角度と段差は、送水ノズル１５か
ら送出される洗浄液の粘性を加味して決定することが望ましい。例えば、粘性の低い流体
（例えば、空気）は、洗浄液などの液体に比べて、傾斜面１８に衝突した時の拡散の度合
いが大きい。このことから、使用する流体に応じて、適した傾斜角度と段差の大きさがあ
る。また、送水ノズル１５から洗浄液を送出する時、洗浄液の圧力が低いと洗浄液が傾斜
面１８を越えにくくなり、また、圧力が大きいと傾斜面１８上での流速が速くなり、傾斜
面１８と先端面２０との境界で洗浄液がジャンプしてしまう可能性がある。このことから
、使用する洗浄液の流量や圧力によって傾斜角度や段差の大きさを変えることが望ましい
。
【００３７】
　図２（ｂ）は、図１に示す線Ａ－Ｏ－Ｂにおける断面図を表している。対物レンズ１１
および送水ノズル１５については、図２（ａ）と同様である。送気ノズル１６は、送気パ
イプ２４を介して外部装置と接続されており、外部装置から供給された空気は、送気ノズ
ル１６の送出口から送出される。送気ノズル１６の送出口は、対物レンズ１１の方向に空
気を送出するように配置されている。ここで、送気ノズル１６と対物レンズ１１との間に
は、送気ノズル１６と対物レンズ１１との間にある傾斜面１８のような斜面が設けられて
いないため、送気ノズル１６から送出された空気は、斜面によってジャンプしたり、斜面
に衝突することによって拡散されたりすることなく対物レンズ１１に送出される。
【００３８】
　図３に、本発明の実施形態における内視鏡１０の挿入部先端部の上面図を示す。
【００３９】
　図３（ａ）は、送水ノズル１５から送出される洗浄液の送水範囲２５、および、送気ノ
ズル１６から送出される空気の送気範囲２６を模式的に表したものである。送水ノズル１
５から送出された洗浄液は、傾斜面１８に衝突することによって送水範囲２５が広がり、
先端面２０上の対物レンズ１１全体に洗浄液が送出される。送気ノズル１６から送出され
た空気は、少なくとも対物レンズ１１における物体光の取り込み範囲（図３（ａ）におい
て、対物レンズ１１を示す複数の同心円のうち、最も半径の小さい円で囲まれる領域）に
送出される。
【００４０】
　送気ノズル１６の送出口は、送水ノズル１５から送出された洗浄液や洗浄された汚れが
送気ノズル１６の送出口内に入ってしまわないように、送水ノズル１５による洗浄液の送
水範囲２５の外側に配置されている。また、本発明では、送水ノズル１５と送気ノズル１
６は、送水ノズル１５による送出方向と送気ノズル１６による送出方向とが同じ方向にな
らないように、かつ、送水ノズル１５と対物レンズ１１との間に残留した洗浄液が、送気
ノズル１６から送出された空気によって対物レンズ１１上に送出されないように配置され
ている。
【００４１】
　上記のような送水ノズル１５および送気ノズル１６の配置として、送気ノズル１６は、
送気ノズル１６が、送水ノズル１５から送出された洗浄液の送水範囲２５の外側にあり、
かつ、送気ノズル１６から送出された空気の送気範囲２６が、送水ノズル１５から送出さ
れた洗浄液の送水範囲２５のうち送水ノズル１５と対物レンズ１１とに挟まれた領域の外
側にあるように配置してもよい。
【００４２】
　また、上記のような送水ノズル１５および送気ノズル１６の配置として、図３（ｂ）に
示すように、内視鏡１０の挿入部の先端部を上面から見た時に、送水ノズル１５の中心と
対物レンズ１１の中心とを結ぶ線分（すなわち、洗浄液の送水範囲２５の中心を通る線）
と、送気ノズル１６の中心と対物レンズ１１の中心とを結ぶ線分（すなわち、空気の送気
範囲２６の中心を通る線）とが成す角をθとした時に、送水ノズル１５と送気ノズル１６
とは、９０°＜θ＜１３０°が成り立つように配置してもよい。
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【００４３】
　図４は、対物レンズ１１と送水ノズル１５、送気ノズル１６とが成す角θを変えた場合
の、内視鏡１０の挿入部先端部の上面図を示している。
【００４４】
　図４（ａ）は、１３０°＜θ＜１８０°とした場合の内視鏡１０の挿入部先端部の上面
図を表している。この場合、対物レンズ１１に付着した汚れを洗浄するために、送水ノズ
ル１５から洗浄液を送出すると、送気ノズル１６の送出口が洗浄液の送水範囲２５内にあ
るため、洗浄液や汚れが送気ノズル１６の送出口内に入ってしまう。送気ノズル１６の送
出口に洗浄液や汚れが入ると、空気を送出する時に洗浄液が送出され、洗浄液の除去が行
えない、あるいは、空気が正常に送出されないという問題が生じる。
【００４５】
　図４（ｃ）は、０°＜θ＜９０°とした場合の内視鏡１０の挿入部先端部の上面図を表
している。図４（ａ）の場合と同様に洗浄液を送出したあと、送水ノズル１５と対物レン
ズ１１との間に洗浄液が残留した場合、図４（ｃ）の構成では、残留した洗浄液２７を除
去するために送気ノズル１６から空気を送出すると、送水ノズル１５による送出方向と送
気ノズル１６による送出方向とが部分的に同じ方向を向いていることから、残留した洗浄
液２７が送出された空気に引き込まれ、対物レンズ１１上に送出される。そのため、空気
を送出しても観察窓上の洗浄液が除去されない、あるいは、除去に時間がかかるという問
題が生じる。
【００４６】
　図４（ｂ）は、本発明の実施形態における、９０°＜θ＜１３０°とした場合の内視鏡
１０の挿入部先端部の上面図を表している。本実施形態においては、送気ノズル１６の送
出口が洗浄液の送水範囲２５外にあるため、洗浄液や汚れが送気ノズル１６の送出口内に
入ってしまうのを抑制できる。また、残留した洗浄液２７を除去するために送気ノズル１
６から空気を送出すると、送水ノズル１５による送出方向と送気ノズル１６による送出方
向とが異なるため、残留した洗浄液２７が送出された空気に引き込まれ、対物レンズ１１
上に送出されてしまうことを抑制できる。
【００４７】
　なお、図４（ｂ）では、送水ノズル１５と送気ノズル１６の配置として、内視鏡１０の
挿入部先端部を上面から見たときの角度θを用いて規定しているが、本願発明はこの先端
面２０上の角度θのみによって規定されるわけではない。例えば、送気ノズル１６が、先
端面２０よりも高い位置から対物レンズ１１に対して空気を送出するような構成としても
よい。また、９０°＜θ＜１３０°の関係にある送水ノズル１５と送気ノズル１６に加え
、更に別の送気ノズルを設けてもよい。
【００４８】
　また、送水ノズル１５または送気ノズル１６は、ノズルの位置はそのままで、流体を送
出する向きが変えられるように回転可能に構成されていてもよい。このように回転可能に
構成することで、使用する流体の種類や送出時の流体の圧力に応じて、送出口の向きを調
整可能になり、対物レンズ１１を洗浄しやすく、かつ、残留した洗浄液を除去しやすいよ
うに各ノズルの向きを最適化できる。なお、この場合、内視鏡１０の使用時は、使用中に
送出口の向きが変わらないように、各ノズルは接着材等で固定されていることが望ましい
。
【００４９】
　また、本発明の傾斜面１８の形状は図１に示すような曲線状に限られない。図５は、本
発明の他の実施形態における、内視鏡３０の挿入部先端部の上面図を示す。図１に示す内
視鏡１０における傾斜面１８は、対物レンズ１１の側に向かって凸となるように曲線状に
設けられているのに対し、図５に示す内視鏡３０の傾斜面２８は、送水ノズル１５と対物
レンズ１１とで挟まれた領域で直線状に形成されている。図５に示す内視鏡３０は、傾斜
面２８の形状以外は、図１に示す内視鏡１０と同じである。送水ノズル１５から送出され
た洗浄液は、傾斜面２８に衝突することによって送水範囲が拡大し、対物レンズ１１全体
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に送出される。これにより対物レンズ１１全体を洗浄することができる。なお、傾斜面の
形状は、図１に示す曲線状、図５に示す直線状に限られず、例えば、対物レンズ１１の側
に向かって凹となるような曲線状に設けられていてもよい。
【００５０】
　外部装置には、配光レンズ１２および配光レンズ１３に光を供給するための光源、送水
ノズル１５に洗浄液を供給するための洗浄液供給源、送気ノズル１６に空気を供給するた
めの空気供給源、副送水口１７に洗浄剤などを供給するための液体供給源、撮像ユニット
２２から送信された電気信号を受信および信号処理を行う信号処理部が含まれるが、これ
らに限られない。
【００５１】
　内視鏡１０の操作部には、送水ノズル１５や送気ノズル１６、副送水口１７に流体を供
給するかどうかを制御する供給スイッチ、対物レンズ１１のピントや倍率を調整するため
のレンズ操作部、チャネルに器具を挿入するための操作側鉗子口、内視鏡１０の湾曲する
向きや湾曲度合いを調整するための角度操作部が含まれるが、これらに限られない。
【００５２】
　（動作）
　次に、本発明の内視鏡１０の動作について説明する。
【００５３】
　内視鏡１０のオペレータは、管状の内視鏡１０を湾曲させながら、人の体腔内の所望の
位置まで内視鏡１０を挿入する。内視鏡１０の挿入時または所望の位置の観察時に、外部
装置から光を供給し、内視鏡１０内のライトガイドを通して配光レンズ１２および配光レ
ンズ１３から出射させる。配光レンズ１２および配光レンズ１３から出射した光は、内視
鏡１０の挿入経路内や観察対象領域において反射される。反射された光は、物体光として
対物レンズ１１によって取り込まれ、撮像ユニット２２で受光される。撮像ユニット２２
で受光された光は電気信号に変換され、内視鏡１０内の導電線を通って、外部装置に送信
される。外部装置では、受信した電気信号を信号処理して観察像を生成し、モニターなど
に表示する。
【００５４】
　内視鏡１０の挿入時に、内視鏡１０の先端に配置されている対物レンズ１１には、人の
体腔内の体液や汚物が付着し、対物レンズ１１による物体光を取り込みが阻害され、モニ
ター上で正確な観察像が得られなくなる場合がある。その場合、外部装置から洗浄液が供
給され、内視鏡１０内の送水チューブ２３を通して送水ノズル１５の送出口から送出され
る。送水ノズル１５から送出された洗浄液は、対物レンズ１１全体に対して送出される。
この洗浄液により、汚れが付着した対物レンズ１１が洗浄される。
【００５５】
　ここで、送水ノズル１５から送出された洗浄液は、傾斜面１８によって送水範囲が広げ
られる。これにより、洗浄液が対物レンズ１１全体に噴射されるため、対物レンズ１１全
体を洗浄することができる。また、送水ノズル１５は低い面２１に設けられていることに
より、送水ノズル１５が洗浄液を送出した後、送出ノズル１５から液ダレした液体が対物
レンズ１１の方に流れ、対物レンズ１１に洗浄液が付着してしまうことを抑制できる。
【００５６】
　また、対物レンズ１１と送水ノズル１５、送気ノズル１６とが成す角θは、１３０°よ
り小さく設定されており、これにより、送水ノズル１５から洗浄液を送出する時に、洗浄
液および体液や汚物などの汚れが送気ノズル１６の送出口に入り、送気ノズル１６の送気
機能を低下させてしまうことを抑制している。
【００５７】
　洗浄液を送出して対物レンズ１１を洗浄した後、送水ノズル１５と対物レンズ１１との
間に洗浄液が残留する場合がある。その場合、外部装置から空気が供給され、内視鏡１０
内の送気パイプ２４を通して送気ノズル１６の送出口から送出される。送気ノズル１６か
ら送出された空気は、対物レンズ１１の少なくとも物体光の取り込み範囲に送出される。



(10) JP 2015-8760 A 2015.1.19

10

20

30

40

50

この空気により、内視鏡１０の挿入部先端部や対物レンズ１１上に残留した洗浄液が除去
される。
【００５８】
　ここで、送気ノズル１６から送出された空気は、送水ノズル１５から送出された洗浄液
と異なり、傾斜面１８などに衝突することなく、直接対物レンズ１１に送出される。その
ため、傾斜面１８などに衝突することによって空気がジャンプまたは拡散することがない
ため、残留した洗浄液を効率よく除去することがきる。
【００５９】
　また、対物レンズ１１と送水ノズル１５、送気ノズル１６とが成す角θは、９０°より
大きく設定されており、これにより、送水ノズル１５と対物レンズ１１との間に残留した
洗浄液を除去する場合に、残留した洗浄液が送気ノズル１６から送出された空気によって
引き込まれ、対物レンズ１１上に広がることを抑制できる。
【００６０】
　このように、本発明の内視鏡１０を用いることによって、送水ノズル１５から送出され
た洗浄液および送気ノズル１６から送出された空気により、対物レンズ１１に付着した汚
れを効率的に除去できるため、良好な観察像を得ることができる。
【００６１】
　内視鏡１０のオペレータは、観察像を見ながら、内視鏡１０の挿入および対象領域の処
置を行う。ここで、処置の内容としては、対象領域（患部など）の観察や洗浄、医学的処
置（鉗子やカテーテルを用いた外科的な処置、薬剤の塗布などの内科的処置）が含まれる
。
【００６２】
　対象領域に対し洗浄を行う場合、外部装置や操作部から洗浄剤などが供給され、内視鏡
１０内の送水チューブを通して副送水口１７から送出されることによって、対象領域の洗
浄が行われる。
【００６３】
　ここで、副送水口１７は、送水ノズル１５と同様に先端面２０よりも所定の高さ低い面
２１に設けられている。そのため、副送水口１７から送出した、または、送出後に液ダレ
した洗浄剤が、内視鏡１０の先端を伝って対物レンズ１１の方向に流れた場合、洗浄剤は
傾斜面１８によって堰き止められるため、対物レンズ１１に洗浄剤が付着してしまうこと
を抑制できる。
【００６４】
　また、対象領域に対し外科的な処置を行う場合、外部装置や操作部から鉗子やカテーテ
ルなどの器具が挿入され、内視鏡１０内のチャネルを通して鉗子口１４から突出される。
これらの器具を操作部から操作することによって対象領域の外科的な処置が行われる。
【００６５】
　また、本発明の内視鏡１０による処置は、医学的な用途に限定されない。例えば、工業
製品などにおいて、人が目視や直接手を触れることができない箇所の検査や修理、点検を
行うために用いるものであってもよい。
【００６６】
　以上が本発明の実施形態の説明である。本発明は、上記の構成に限定されるものではな
く、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。
【符号の説明】
【００６７】
１０　　内視鏡
１１　　対物レンズ（観察窓）
１２　　配光レンズ
１３　　配光レンズ
１４　　鉗子口
１５　　送水ノズル
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１６　　送気ノズル
１７　　副送水口
１８　　傾斜面
２０　　先端面
２１　　面
２２　　撮像ユニット
２３　　送水チューブ
２４　　送気パイプ
２５　　送水範囲
２６　　送気範囲
２７　　残留洗浄液
２８　　傾斜面
３０　　内視鏡

【図１】
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【図３】
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【図４】

【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月28日(2013.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　前記先端面上に、光を出射する照明窓を更に備える、
ことを特徴とする、請求項１から請求項８の何れか一項に記載の内視鏡。
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